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The characteristics of pharmacological interventions  
in patients receiving multiple medications, and impact on reducing drug costs  
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Akio Suzuki1, Yasushi Hibino1, Tadashi Sugiyama1 and Hideki Hayashi1,2 

 
As part of the efforts to optimize medical costs, the Ministry of Health, Labour and Welfare has 

stated that there is room for further efforts to optimize the use of multiple and duplicate medicines. 
In this study, as part of the Pharmaceutical Intervention Record project, which aims to highlight 

the professional skills of pharmacists, we analyzed the characteristics of pharmacological 
interventions in patients receiving multiple medications, and impact on reducing drug costs. The 
survey revealed the several characteristics of the group receiving multiple medications. The most 
common sources for prescribing questions were “patient/family circumstances,” “drug history,” and 
“drug history notebook.” “Special circumstances (e.g. reduced renal function),” “contraindications,” 
“duplicate of similar drugs,” “adjustment of the number of days or total number of doses due to 
residual medication” and “overlapping medication” were the most common reasons for prescribing 
questions from pharmacists. These triggers most commonly resulted in the discontinuation of a 
prescription. 

In terms of therapeutic category, appropriate prescription audits were carried out for “drugs that 
require caution in older adults.” 

Prescription audits in the multidrug group showed that pharmacological interventions by 
pharmacists were estimated to have contributed to a reduction in healthcare costs by approximately 
17 billion yen, while simultaneously making a significant contribution to reducing patient burden. 

Thus, it is important to clarify the contribution of pharmacists to healthcare by analyzing and 
visualizing their profession from an economic perspective.  
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11．．緒緒  言言  

  
薬物療法においては，併用薬が 6 種類以上

になると薬物有害事象の発生が顕著に増え，薬

物有害事象は使用薬剤数にほぼ正比例してい

る 1)．また，75 歳以上の患者の約 25 ％が 7 種

類以上，約 40 ％が 5 種類以上の薬剤を処方さ

れているとのデータがある 2)．薬剤数削減に対

する薬剤師の職能は重要であり，2022 年度の

調剤報酬改定において患者に処方される内服

薬の種類数の減少に係る提案を行った場合は，

その他の要件を満たせば「服用薬剤調整支援料

1」あるいは「服用薬剤調整支援料 2」の算定 3)

が可能になっており，2024 年度調剤報酬改定

においても継続されている． 

これまでに，多剤併用の解消に向けた薬剤師

による薬学的介入に関する論文が多く報告さ

れている．これらの論文は，ポリファーマシー

解消の必要性を解説した総説が多く 4,5)，実際

の薬剤師の取り組みの成果を実証した研究 6,7) 

は少ない．地域薬局がポリファーマシー解消に

向けて多職種連携モデルを構築し評価した報

告では，薬剤師の介入により，薬物有害事象，

アドヒアランス不良に対する薬剤師の介入効

果が現れやすいことが報告 8) されているが，

分析した症例数は数十症例と僅かである．多剤

併用の患者に対して，どのような情報源（処方

箋，薬歴，お薬手帳，コミュニケーション等）

から処方に対する疑義を見出し，疑義照会の対

象となる薬剤はどの薬効が多いか，疑義の原因

（同種同効薬重複，用量過多，薬物間相互作用

等）はどのような理由であり，疑義照会の結果

（薬剤中止，薬剤追加，薬剤変更等），どのよ

うに処方が変化したのかなどの多剤併用患者

に対する薬剤師の処方監査の特徴を明らかに

することは，薬剤師による薬学的介入の特に安

全面での職能を明らかにするうえで重要と考

える．また，疑義照会の結果，処方薬の薬剤料

がどのように変化したかを検証することは，薬

剤師による薬学的介入の経済面での貢献度を

明らかにするうえで重要と考える． 

一般社団法人岐阜県薬剤師会（以下，岐阜県

薬剤師会）は， 2015 年度より岐阜薬科大学と

共同で，薬局薬剤師の職能の「見える化」を目

指し，Pharmaceutical Intervention Record（薬学

的介入報告，以下，PIR）事業を行っている 9-

11)．PIR 事業では薬剤師が実施した処方監査に

ついて，疑義照会に利用した情報源，原因，結

果，疑義照会前後の薬剤名，処方量変化等をオ

ンラインで報告しており，年間 1,000 以上の症

例が収集されている．そこで本研究では，多剤

併用された患者に対する薬学的介入による処

方監査の特徴と薬剤費削減効果を明らかにす

ることを目的とし，2022 年度に実施した PIR

事業で収集したデータを基に分析を行った． 
  

22．．方方  法法  
  
1．調査対象 

岐阜県薬剤師会は，所属する全会員施設

（2022 年 3 月末時点，905 薬局）を対象に 

PIR 事業を実施し，薬剤師の介入により処方変

更が図られた事例等を入力フォーマットに従

いオンラインで収集している．本研究の調査対

象は 2022 年 4 月1日から 2023 年 3 月31日

に報告された事例とした．なお，調査項目には

患者名が特定できる情報は設定されていない． 

 

2．調査項目 
調査項目は，疑義照会に利用した情報源，疑

義照会の原因，疑義照会の結果，疑義照会前後

の薬剤名・用量・用法，（処方された内服薬，外

用薬，注射薬の薬品名の数（他局調剤分も含 
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A 疑義照会に利用した情報源 B 疑義照会の原因 C 疑義照会の結果 

項目 項目 項目 

処方箋内容 残薬に伴う日数・投与総数の調整 薬剤中止 

患者・家族へのインタビュー（服薬指導） 誤転記・誤処方 薬剤追加 

薬歴 重複投与 日数変更 

患者（家族）の訴え・相談 同種同効薬重複 薬剤減量 

お薬手帳 用量過多 薬剤増量 

患者・患家の様子 処方もれ 用法変更 

検査結果 その他の副作用 変化なし 

医薬品情報提供による患者（家族）の訴え・相談 投与禁忌 剤形変更 

持参薬チェック 用量過少 服薬指導 

他者からの相談（医師や看護師、ケアマネなど） ノンコンプライアンス 投与法変更 

ブラウンバッグ 特殊な状況（腎機能低下等） 在宅・居宅へ移行 

OTC 薬・衛生材料の購入 併用禁忌 その他 

その他 重大な副作用   

  併用注意   

  慎重投与   

  中毒   

  配合禁忌   

  配合注意   

  その他   

 
む．）以下，薬剤数），年齢などとした． 入力フ

ォーマットでは，疑義照会に利用した情報源は

13 項目，疑義照会の原因は 19 項目，疑義照会

の結果は 12 項目（表 1 の項目参照）から該当

する項目を選択する方法となっており，1 つの

報告につき，それぞれ複数の項目の選択が可能

である．薬剤名は入力フォーマットに表示され

るリストから選択する方法で入力し，1 回投与

量，1 日投与回数，投与日数等を数字で入力す

る．システム上では，薬剤名と薬価がリンクさ

れており，薬剤名，1 回投与量，1 日投与回数，

投与日数等から薬価ベースでの処方金額（診療

報酬の薬剤料）が自動で算出される．なお，本

調査の薬価は 2022 年度における薬価とした． 

 

3．分析 
ポリファーマシーについて厳密な定義はな

く，患者の病態，生活，環境により適正処方も

変化する．「高齢者の安全な薬物療法ガイドラ

イン 2015」1) では 5 ～ 6 種類を多剤併用の目

安と考えるのが適当であると記述しており，6 

種類以上が有害事象全般リスクと関連すると

の報告 12) があることから，本研究では，報告さ

れた症例を，処方箋に記された薬剤数が 6 剤以

上の症例（多剤併用群）と 6 剤未満の症例（対

照群）に分けた．多剤併用群と対照群について，

両群の症例数及び年齢層の割合を比較した． 

多剤併用群と対照群について，疑義照会に利

用した情報源，疑義照会の原因，疑義照会の結

果の各項目が全報告に占める割合を算出した．

疑義照会に利用した情報源，疑義照会の原因，

疑義照会の結果の各項目について，オッズ比に

より多剤併用群と対照群におけるそれぞれの

報告に占める割合を比較した． 

多剤併用群と対照群について，疑義照会の対

象となった薬剤の薬効群の比較を行った．薬効

は，日本標準商品分類番号の中分類（2 桁）で分

類した．更に詳細な薬効を必要とする場合は，日

本標準商品分類番号の小分類（3 桁）を用いた． 

多剤併用群と対照群について，疑義照会の対

象となった薬剤について，疑義照会前に処方さ

れていた薬剤名，用量，投与日数，疑義照会後 

表 1 調査項目：疑義照会に利用した情報源・疑義照会の原因・疑義照会の結果 
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に処方が確定した薬剤名，用量，投与日数から

疑義照会前後の処方金額を算出し，その差から

疑義照会による薬剤料の増減を算出した． 

 

4．解析 
統計解析には EZR version 1.36 を使用し，項

目毎に無回答データを省いたデータを母数と

した．検定には Pearson's correlation test，Chi-

square test，Multiple logistic regression analysis あ

るいは Mann-Whitney U test を用い，有意水準

は p < 0.05 の場合とした．また，疑義照会の情

報源，原因，疑義照会の結果の各項目の割合に

ついては，いずれかの群の症例が 1 例以上で

ある項目を独立変数，併用薬剤が 6 剤以上であ

ることを従属変数として解析を行い，オッズ比

を算出した．EZR は R および R コマンダー

の機能を拡張した統計ソフトであり，自治医科

大学附属さいたま医療センター血液科のホー

ムページで無償配布されている． 

 

5．倫理的配慮 

本研究は，「人を対象とする医学系研究に関

する倫理指針」を遵守して実施し，岐阜県薬剤

師会倫理審査委員会の承認（承認番号：岐研倫

審 21041401）および岐阜薬科大学倫理審査委

員会の承認（承認番号：4-21）を得て実施した． 

 
 

3．．結結  果果 

 
1．PIR の報告数，年齢層別の多剤併用群と対

照群の割合 

138 薬局から，処方箋 1,090 枚（症例）の報告

があった．多剤併用群は 675 症例（61.9％），対

照群は 415 症例（38.1％）であった（表 2）．図

1 に年齢層別の多剤併用群の割合を示した．年齢

層が高くなるほど多剤併用群の割合が高くなる

強い正の相関（r = 0.83,  p < 0.05）が認められ，

80 歳代では多剤併用群の割合は80.6％であった．  

表 2 報告症例に占める多剤併用群、対照群の内訳  
多剤併用群   675症例（61.9％） （男性：321症例 女性：354症例） 

対照群   415症例（38.1％） （男性：198症例 女性：217症例） 

計 1,090症例   （男性：519症例 女性：571症例） 

 

10 歳未満
*(75/246) 

10 歳代 

(12/39) 

20 歳代 
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図 1 齢層別の多剤併用群の割合 
*（x/y）は，x: 多剤併用群 / y: 対照群の症例数 **Pearson's correlation test 
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2．多剤併用群における疑義照会に利用した情

報源の特徴 

疑義照会に利用した情報源の各項目につい

て，それぞれの群の報告数に占める割合を表

3A に示す．全報告数に占める割合では，「処方

箋内容」の割合が最も高く，次いで「患者・家

族へのインタビュー」，「薬歴」，「患者（家族）

の訴え・相談」，「お薬手帳」の順であった．多

剤併用群，対照群それぞれの群に占める割合に

おいても各項目の順序はほぼ同じであったが，

各項目の割合は，「薬歴」が対照群の 17.8％に

対して多剤併用群が 23.4％，「お薬手帳」が対

照群の 12.5％に対して多剤併用群が 20.9％「患

者・患家の様子」が対照群の 1.9％に対して多

剤併用群が 12.9％であり多剤併用群が高い割

合であった． 

疑義照会に利用した情報源の各項目につい

て，多剤併用群，対照群に占める割合のオッズ

比を図 2A に示す．多剤併用群では，「患者・患

者家族の様子」，「お薬手帳」，「薬歴」が有意に

高かった． 

  

3．多剤併用群における疑義照会の原因の特徴 

疑義照会の原因となった各項目について，そ

れぞれの群の報告数に占める割合を表 3B に示

す．全報告数に占める割合では，「残薬に伴う

日数・投与総数の調整」が最も高く，次いで，

「誤転記・誤処方」，「重複投与」，「同種同効薬

重複」，「用量過多」の順であった．多剤併用群，

対照群それぞれの群に占める割合においても

各項目の順序はほぼ同じであったが，各項目の

割合は，「残薬に伴う日数・投与総数の調整」

が対照群の 16.6％に対して多剤併用群が

29.5％，「重複投与」が対照群の 8.0％に対して

多剤併用群が 14.1％，「同種同効薬重複」が対

照群の 6.5％に対して多剤併用群が 12.6％であ

り，多剤併用群が高い割合であった． 

疑義照会の原因となった各項目の割合につ

いて，多剤併用群，対照群のオッズ比を図 2B

に示す．多剤併用群では，「特殊な状況（腎機

能低下等）」「併用禁忌」「同種同効薬重複」「残

薬に伴う投与日数・投与総数の調整」「重複投

与」が有意に高かった． 

 

4．多剤併用群における疑義照会の結果の特徴 
疑義照会の結果の各項目について，それぞれ

の群の報告数に占める割合を表 3C に示す．全

報告数に占める割合では，「薬剤中止」が最も

高く，ついで「薬剤追加」，「日数変更」，「薬剤

減量」，「薬剤増量」の順であったが，各項目の

割合は，「薬剤中止」が対照群の 41.9％に対し

て多剤併用群が 64.0％，「日数変更」が対照群

の 11.1％に対して多剤併用群が 12.3％であり，

多剤併用群が高い割合であった．  

疑義照会の結果の各項目の割合について，多

剤併用群，対照群のオッズ比を図 2C に示す．

多剤併用群では，「薬剤中止」が有意に高かった． 

 

5．多剤併用群における疑義照会の対象となっ

た薬剤の薬効群の特徴 
5.1．多剤併用群，対照群における疑義照会の対

象となった薬剤の薬効群の比較 

多剤併用群，対照群それぞれの群に占める疑

義照会の対象となった薬剤の薬効群の割合を

図 3 に示す．多剤併用群では多い順に「中枢神

経用薬」，「消化器官用薬」，「アレルギー用薬」，

「循環器官用薬」，「その他の代謝性医薬品」で

あった．対照群では 多い順に「アレルギー用

薬」，「消化器官用薬」，「中枢神経用薬」，「呼吸

器官用薬」，「循環器官用薬」であった． 

多剤併用群と対照群における各薬効群が占

める割合を比較した結果，多剤併用群では「中

枢神経用薬：小分類では催眠鎮静剤・抗不安剤，

解熱鎮痛消炎剤」が有意に高かった． 
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表 3 疑義照会の情報源、原因、結果の各項目の割合と両群の比較  

A 疑義照会に利用した情報源    
項目 a 割合（％）b 多剤併用群（％）c 対照群（％）d 
処方せん内容 41.6  38.7  46.3  
患者・家族へのインタビュー（服薬指導） 30.0  27.7  33.7  
薬歴 21.3  23.4  17.8  
患者（家族）の訴え・相談 20.0  16.7  25.3  
お薬手帳 17.7  20.9  12.5  
患者・患家の様子 8.7  12.9  1.9  
検査結果 2.0  2.7  1.0  
医薬品情報提供による患者（家族）の訴え・相談 2.0  1.5  2.9  
持参薬チェック 1.7  2.2  0.7  
他者からの相談（医師や看護師、ケアマネなど） 1.3  1.6  0.7  
ブラウンバッグ 0.4  0.6  0.0  
OTC 薬・衛生材料の購入 0.0  0.0  0.0  

    
B 疑義照会の原因    
項目 a 割合（％）b 多剤併用群（％）c 対照群（％）d 
残薬に伴う日数・投与総数の調整 24.6  29.5  16.6  
誤転記・誤処方 12.3  10.2  15.7  
重複投与 11.7  14.1  8.0  
同種同効薬重複 10.3  12.6  6.5  
用量過多 8.3  5.9  12.0  
処方もれ 5.7  3.3  9.6  
その他の副作用 5.0  4.6  5.8  
投与禁忌 4.3  5.0  3.1  
用量過少 3.8  1.5  7.5  
ノンコンプライアンス 2.8  1.9  4.1  
特殊な状況（腎機能低下等） 1.9  2.5  1.0  
併用禁忌 1.8  2.4  1.0  
重大な副作用 1.6  1.3  1.9  
併用注意 1.2  1.6  0.5  
慎重投与 0.8  0.7  1.0  
中毒 0.0  0.0  0.0  
配合禁忌 0.0  0.0  0.0  
配合注意 0.0  0.0  0.0  

    
C 疑義照会の結果    
項目 a 割合（％）b 多剤併用群（％）c 対照群（％）d 
薬剤中止 55.6  64.0  41.9  
薬剤追加 15.2  10.8  22.4  
日数変更 11.8  12.3  11.1  
薬剤減量 9.5  8.7  10.8  
薬剤増量 4.5  2.8  7.2  
用法変更 3.2  2.5  4.3  
変化なし 2.9  2.8  3.1  
剤形変更 2.0  1.3  3.1  
服薬指導 0.2  0.1  0.2  
投与法変更 0.1  0.1  0.0  
在宅・居宅へ移行 0.0  0.0  0.0  
(A・B・C 共通） a "その他"の項目を除く、複数回答あり b 全報告 1090 例に占める割合 
         c 多剤併用群 675 例に占める割合  d 対照群 415 例に占める割合 

 

114



鈴木ら；多剤併用患者における薬学的介入の特徴と薬剤費削減効果 

115 
 

項目

薬剤中止

日数変更

変化なし

薬剤減量

用法変更

その他

剤形変更

薬剤増量

薬剤追加

OR* 95％CI** P valu
2.61 1.60-4.23
1.56 0.86-2.85
1.30 0.56-3.05
1.16 0.63-2.13
0.87 0.39-1.94
0.73 0.39-1.35
0.63 0.24-1.68
0.55 0.26-1.13
0.41 0.28-0.62

C

B

項目

患者・患者家族の様子

検査結果

お薬手帳

薬歴

患者インタビュー

処方箋内容

医薬品情報

患者の訴え

その他

A

OR* 95％CI** P value
6.88 3.24-14.60 ＜

2.95 0.97-8.92 0
1.86 1.29-2.67 ＜

1.56 1.13-2.16 ＜

0.78 0.58-1.05 0
0.70 0.53-0.93 ＜

0.69 0.28-1.70 0
0.65 0.46-0.92 ＜

0.31 0.12-0.82 ＜

項目

特殊な状況（腎機能低下等）

併用禁忌

同種同効薬重複

残薬に伴う投与日数・投与総数の調整

重複投与

投与禁忌

その他

その他の副作用

慎重投与

誤転記・誤記載

重大な副作用

用量過多

ノンコンプライアンス

処方もれ

用量過少

OR* 95%CI** P
4.19 1.27-13.80 0
3.60 1.04-12.50 0
2.86 1.39-5.89 0.
2.66 1.39-5.09 0.
2.63 1.33-5.22 0.
2.33 0.99-5.51 0
1.19 0.59-2.40
1.10 0.51-2.35
1.00 0.24-4.11
0.98 0.50-1.90
0.91 0.32-2.63
0.66 0.34-1.28
0.59 0.24-1.43
0.50 0.23-1.09 0
0.29 0.12-0.72 0.

0.01 0.1 1 10 100

0.01 0.1 1 10 100

0.01 0.1 1 10

OR*

OR*

OR*

図2 義照会の情報源，原因，結果の多変量解析
A:  疑義照会に利用した情報源，B: 疑義照会の原因，C: 疑義照会の結果

*OR: odds ratio, **95%confidence interval estimated by Multiple logistic regression analysis.

 

図 2 疑義照会の情報源，原因，結果の多変量解析 

A:  疑義照会に利用した情報源，B: 疑義照会の原因，C: 疑義照会の結果 
*OR: odds ratio, **95%confidence interval estimated by Multiple logistic regression analysis. 

115



日本地域薬局薬学会誌 Vol.12, No.2, 109-121 (2024) 
 

116 
 

15.4 

14.8 

12.1 

8.6 

6.7 

5.6 

4.3 

4.0 

3.9 

3.3 

3.0 

3.0 

2.7 

2.5 

2.5 

2.4 

0.7 

0 4

10.6 

11.1 

17.1 

6.7 

4.6 

4.6 

2.4 

7.5 

3.9 

5.8 

1.9 

4.1 

3.9 

2.7 

1.0 

0.2 

0.2 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

中枢神経系用薬

消化器官用薬

アレルギー用薬

循環器官用薬

その他の代謝性医薬品

外皮用薬

化学療法剤

呼吸器官用薬

血液・体液用薬

抗生物質製剤

漢方製剤

泌尿生殖器官及び肛門用薬

感覚器官用薬

ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

ビタミン剤

滋養強壮薬

末梢神経系用薬

調剤用薬

*

*

%

*

*

*

消化器官用薬

アレルギー用薬

その他の代謝性医薬品

化学療法剤

呼吸器官用薬

血液・体液用薬

漢方製剤

泌尿生殖器官及び肛門用薬

感覚器官用薬

ホルモン剤(抗ホルモン剤を含)

ビタミン剤

循環器官用薬

抗生物質製剤

中枢神経系用薬

外皮用薬

 
 

28.2 

27.1 

14.1 

7.1 

5.9 

4.7 

3.5 

3.5 

3.5 

2.4 

0.0 

25.9 

29.6 

0.0 

11.1 

0.0 

7.4 

3.7 

7.4 

7.4 

3.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

アレルギー用薬

消化器官用薬

中枢神経系用薬

その他の代謝性医薬品

泌尿生殖器官及び肛門用薬

ビタミン剤

血液・体液用薬

抗生物質製剤

循環器官用薬

呼吸器官用薬

ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）

多剤併用群

対照群

*

％

 
図 4 疑義照会の原因が「同種同効薬」である症例における薬効群の割合（上位 10 薬効） 

*Chi-square test  p ＜ 0.05 ■多剤併用群 □対照群 

図 3 疑義照会に至った全症例における薬効群の割合（上位 15 薬効） 

*Chi-square test  p ＜ 0.05 ■多剤併用群 □対照群 
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表 4 多剤併用群、対照群における処方監査前、処方監査後の薬剤料の比較 

  症例数 
（例） 

処方監査前 
薬剤料（円） 

処方監査後 
薬剤料（円） 

処方監査前後 
差額（円） 

１症例当たりの 
削減額（円） 

 
 

多剤併用群 675 929,275  205,094  -724,181  -1,073  
p < 0.05 

対照群 415 420,821  284,033  -136,788  -330   

計 1,090 1,350,096  489,127  -860,969  -790   
 

* 統計処理は、１症例当たりの削減額（円）の検定 （Mann-Whitney U test）  
 

 

5.2．疑義照会の原因が「同種同効薬重複」であ

る症例における両群の薬効群の割合 

疑義照会の原因として，多剤併用群の割合が

有意に高かった「同種同効薬重複」である症例

について，疑義照会の対象となった薬剤の薬効

群の割合を図 4 に示す．多剤併用群では「アレ

ルギー用薬」，「消化器用薬」，「中枢神経用薬」

の割合が高く，「中枢神経用薬：小分類では催

眠鎮静剤・抗不安剤，解熱鎮痛消炎剤」の割合

は対照群と比較して有意に高かった．「解熱鎮

痛消炎剤」は中枢神経用薬の 49.7％であり，多

剤併用群は 68％であった．「その他の中枢神経

用薬」は中枢神経用薬の 19.2％であり，多剤併

用群は 69.0％であった．「精神神経剤」は中枢

神経用薬の 12.6％であり，多剤併用群は 68.4％

であった．「催眠鎮静剤」は中枢神経用薬の

61.5％であり，多剤併用群は 61.5％であった． 

 

5.3．疑義照会の結果，「薬剤中止」となった症

例における両群の薬効群の割合 

疑義照会の結果，多剤併用群の割合が有意に

高かった「薬剤中止」となった症例における多

剤併用群と対照群の薬効群の割合を図 5 に示

す．多剤併用群，対照群ともに，全処方につい

て疑義照会の対象となった薬剤の薬効の多い

順序（図 3）と「薬剤中止」となる薬効の多い

順序（図 5）はほぼ一致した． 

 

図 5 疑義照会の結果，「薬剤中止」となった症例における薬効群の割合（上位 10 薬効） 

*Chi-square test  p ＜ 0.05 ■多剤併用群 □対照群 

117



日本地域薬局薬学会誌 Vol.12, No.2, 109-121 (2024) 
 

118 
 

6．多剤併用群における処方監査の薬剤費削減

効果 
薬剤費削減額  
多剤併用群及び対照群における疑義照会前

後の薬剤料の比較を表 4 に示す．全 1,090 症例

において，疑義照会の対象となった薬剤の疑義

照会前の薬剤料の総計は 1,350,096 円であっ

た．一方，疑義照会後の薬剤料の総計は 489,127 

円であり，全症例で 860,969 円減少していた．

1 症例換算では平均 790 円の削減となった．多

剤併用群 675 症例においては，同様に処方監

査前後で薬剤料は 724,181 円減少し，1 症例換

算では平均 1,073 円の削減となった．対照群

415 症例においては，同様に処方監査前後の薬

剤料は 136,788 円減少し，1 症例換算では平均

では 330 円の削減となった．多剤併用群と対

照群における 1 症例当たりの削減額は多剤併

用群が 3 倍以上であり，有意に高かった． 

 

4．．考考  察察 

 
今回の研究で分析した 1,090 症例において，

6 剤以上の多剤併用の割合は 61.9％（表 2）で

あリ，疑義照会の対象となった患者では多剤併

用の割合が過半数を超えることが明らかとな

った．また，年齢と多剤併用患者の割合とに強

い正の相関（図 1）が認められた．薬剤師は，

特に高齢者の処方監査ではポリファーマシー

解消の観点からも，薬学的管理に職能を発揮す

ることが必要と考えられる． 

疑義照会の情報源における各項目の割合は，

多剤併用群では，「お薬手帳」，「薬歴」が高く

（表 3A），対照群では「処方箋内容」が高かっ

た（表 3A）．また，多剤併用群では，対照群と

比較して，「患者・患者家族の様子」，「検査結

果」，「お薬手帳」，「薬歴」の割合が有意に高か

った（図 2A）．今回の調査では，患者が持参し

た処方箋に記された薬剤数で多剤併用群と対

照群に分類している．本研究より多剤併用群で

はお薬手帳，薬歴も利用して疑義照会を行って

いる割合が高いことから，多剤併用群では今回

の処方薬の他にも服用・使用している薬剤があ

る患者が多いことが考えられる．このことから，

多剤併用群では患者の服用薬剤の一元的・継続

的管理 13）が極めて重要であると考えられる． 

疑義照会に至る原因における各項目の割合

は，多剤併用群では「残薬に伴う日数・投与総

数の調整」，「重複投与」，「同種同効薬重複」が

高く（表 3B），対照群との比較では多剤併用群

は「特殊な状況（腎機能低下等）」「併用禁忌」

「同種同効薬重複」「残薬に伴う日数・投与総

数の調整」，「重複投与」の割合が有意に高かっ

た（図 2B）．また，「同種同効薬重複」の対象

となる薬効は，「アレルギー用薬」，「消化器用

薬」，「中枢神経用薬」の割合が高く，「中枢神

経用薬」の割合は対照群と比較して有意に高か

った（図 4）．データには示していないが 「中

枢神経用薬」の具体的な薬効は催眠鎮静剤・抗

不安剤，解熱鎮痛消炎剤等であった．これらの

薬 剤 は ， 潜 在 的 不 適 切 処 方 （ potentially 

inappropriate medications：PIMs）として「高齢

者の安全な薬物療法ガイドライン 2015」1) に

リストアップされた 29 薬物（Screening Tool for 

Older Person’s Appropriate Prescriptions for 

Japanese : STOPP-J（改訂版））14)  に含まれてい

る．また，処方薬剤数が多いことと PIMs との

間には関連があり 2)，PIMs は高齢者の約 1/4 で

みられ，ベンゾジアゼピン系催眠鎮静薬／抗不

安薬や非ステロイド性抗炎症薬が多く使われ

ているとの報告 15) されている．また，併存疾

患を抱えている認知症患者の治療は複雑であ

り，PIMs を招きやすい．イギリスの高齢認知

症患者（11,175人）の 73％で PIMsが把握され，

非認知症患者より PIMs リスクが高かった．併
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存疾患数が多くなるにつれて PIMs の発生は増

え，PIMs リスクの高い併存疾患は，冠血管疾

患，重度の精神疾患，うつ病であった．PIMs は

総死亡，皮膚潰瘍，転倒，貧血，骨粗鬆症など

の有害事象発生と関連していたとの報告もあ

る 16）．今回の結果より，実際の処方監査におい

ても多剤併用群では PIMs の処方が疑義照会の

対象となっていることが実証された． 

疑義照会の結果における各項目の割合は，多

剤併用群では「薬剤中止」が 64%を占め，対照

群と比較して有意に高かった（図 3C）．このこ

とから，多剤併用群では「特殊な状況（腎機能

低下等）」，「同種同効薬重複」，「併用禁忌」，「残

薬に伴う投与日数・総数の調整」，「重複投与」

等によって，薬剤の組み合わせが原因で中止さ

れる薬剤の多いことが示唆される．疑義照会の

結果として「薬剤中止」となる薬効（図 5）に

多剤併用群に特有の特徴は見いだせず，疑義照

会の対象となった薬効の多い薬剤（図 3）と，

「薬剤中止」となった薬効の多い薬剤とは，ほ

ぼ一致したと考えられる．多剤併用における薬

剤師による包括的管理（薬識の確認，残薬確認，

薬歴管理，相互作用の確認，処方設計等）は，

薬物有害事象の未然回避，重篤化の回避を可能

とする． 

薬局薬剤師が疑義照会によって薬学的介入

を行った症例のうち，多剤併用群における 1 

症例当たりの薬剤料の削減額は 1,073 円，対照

群における 1 症例当たりの薬剤料の削減額は 

330 円であり，多剤併用群における疑義照会は，

薬剤料の削減効果が有意に高いとの結果を得

た（表 4）．この理由は，多剤併用群では疑義照

会の結果，薬剤中止となる割合が高いことと連

動していると考えられる．多剤併用患者に対し

て，病院における薬学的介入による薬剤費削減

効果は既に報告されている 17)が，極めて症例

数の少ない検討結果である．本研究は，1,000 

症例以上を対象とした薬局における解析結果

であり，多剤併用療法に対する薬局薬剤師の薬

学的介入の経済的有用性がデータとして示さ

れた研究と考えている． 

2022 年 4 月～2023 年 3 月の全国における

処方箋応需枚数は 799,873,743 枚とある 18)．薬

局において疑義照会を行った処方箋の割合は，

応需処方箋全体の 3.2％に相当するとの結果

19)より，疑義照会に至った処方箋枚数は，全国

で 25,595,959 枚（ ＝ 799,873,743 × 0.032 ）と

推計される．本調査より，疑義照会を行った処

方の 61.9%が多剤併用群であると推計され，全

国において 6 剤以上の多剤を併用し疑義照会

に至った症例は 15,843,899 枚（ ＝ 25,595,959 

× 0.619 ）と試算される．また，本調査より，

多剤併用では疑義照会により 1 症例当たり平

均 1,073 円の薬剤料削減につながっていると

の結果を得た．これらの結果より，6 剤以上の

多剤を併用している場合，薬局薬剤師による薬

学的介入によって 薬剤料（約 170 億円（＝ 

15,843,899 × 1,073 ））の削減に貢献していると

試算された．このように薬局薬剤師による多剤

併用療法解消の取り組みは，経済的側面からも

大きいものである． 

本研究では，薬局薬剤師の職能の「見える化」

を目指した PIR 事業を用いて多剤を併用して

いる症例における薬学的介入による処方監査

の特徴と薬剤費削減効果を分析した．この結果，

多剤併用における処方監査では，薬局薬剤師に

よる薬学的介入によって薬剤料（推計 約 170 

億円）の削減に貢献すると同時に，患者負担の

軽減に大きく寄与することが示された．また，

本研究によって多剤併用患者に対して実際に

疑義照会を行った薬剤は，我が国で一般に利用

されている「特に慎重な投与を要する薬物のリ

スト」(STOPP-J)と一致することも明らかとな

った．このことは，多剤併用における処方監査
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では STOPP-J を活用した処方適正化スクリー

ニングツール 1)が有用であることを示してい

る． 

本調査の限界として，報告薬局数が全会員施

設 905 件中， 138 件 （15.2％）と少ないこと

が挙げられる．本調査は会員専用ホームページ

上で行っており，調査に賛同した薬局のみがホ

ームページにアクセスしたこと，また，回答に

は時間と労力がかかることから報告薬局数が

限られたものと推察される．また，本調査は岐

阜県薬剤師会所属の会員薬局に対し，任意で行

った調査であり，自己選択バイアスを含んでい

る可能性が否定できない． 

本研究では，多剤併用の症例における薬剤師

の処方監査の特徴を抽出することが目的のた

め，患者年齢層による調整を行っていないが，

多剤併用の割合と年齢に正の相関があったこ

とから，多剤併用群と対照群における差は患者

年齢層による影響を受けていることが考えら

れる．症例数を増やすことができれば，年齢層

別の解析を行うなどの解析の余地がある． 

また，PIR は疑義照会の対象となった薬剤の

みの報告であるため，処方箋に記された併用薬

剤，お薬手帳，薬歴に記された併用薬について

薬効分類の解析は行っていない．今後，併用薬

剤を含めた解析を行うことで，多剤併用の患者

に対する薬局薬剤師の薬学的介入の状況を鮮

明に抽出できるものと考える． 

厚生労働省は，第四期医療費適正化計画の見

直しにおいて，重複投薬・多剤投与の適正化に

向けて更に取組む余地があるとしている 20）．

薬局薬剤師の職能に対する社会の評価が低い

ことが度々報道されている．薬局薬剤師による

薬学的介入が医療の安全面，経済面で大きく貢

献できること，すなわち，薬局薬剤師の存在意

義を社会に「見える化」するためにも，更に重

複投薬・多剤投与の適正化に向けて取組み，そ

のアウトカムを社会にアピールすることが必

要であると考える．  
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